
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
広
島
管
理
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
四
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
五
十
八
号 

 
 
 

ボ
ー
ト
パ
ー
ク
広
島
管
理
規
則 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

 

第
二
章 

通
常
使
用
（
第
三
条
―
第
九
条
） 

 

第
三
章 

目
的
外
使
用
（
第
十
条
―
第
二
十
一
条
） 

 

第
四
章 

雑
則
（
第
二
十
二
条
） 

 

附
則 

 
 
 

第
一
章 

総
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
広
島
の
管
理
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
「
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
施
設
」
又
は
「
有
料
施
設
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ボ
ー
ト

パ
ー
ク
広
島
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
広
島
県
条
例
第
五
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
施
設
及
び
有
料
施
設
を
い
う
。 

 
 
 

第
二
章 

通
常
使
用 

 

（
通
常
使
用
許
可
の
申
請
） 

第
三
条 

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
港
湾
施
設
用
地
に
つ
い
て

は
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
港
湾
施
設
用
地
使
用
許
可
申
請
書
を
知
事
に
、
港
湾
施
設
用
地
以
外
の
有
料

施
設
に
つ
い
て
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
使
用
許
可
申
請
書
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
の
う
ち
係
留
施
設
に
係
る
も
の
は
、
使
用
開
始
日
の
四
月
前
か
ら
一
月
前
ま
で
の
間
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

 

（
使
用
料
の
減
免
） 

第
四
条 

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
常
使
用
に
係
る
使
用
料
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
通
常
使
用
料

」
と
い
う
。
）
の
減
免
は
、
知
事
が
港
湾
施
設
用
地
に
つ
い
て
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
、

そ
の
都
度
知
事
が
定
め
る
額
を
減
免
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
常
使
用
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
通
常

使
用
料
減
免
申
請
書
を
前
条
第
一
項
に
定
め
る
港
湾
施
設
用
地
使
用
許
可
申
請
書
に
添
え
て
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
減
免
） 

第
五
条 

条
例
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
減
免
す
る



場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。 

 
一 
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
児
童
、
生
徒
又
は

学
生
が
、
学
校
教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
係
留
施
設
を
使
用
す
る
場
合 

 

二 

県
が
主
催
し
、
又
は
経
費
の
一
部
を
負
担
し
て
共
催
す
る
レ
ー
ス
そ
の
他
の
行
事
に
参
加
す
る
た
め

に
係
留
施
設
を
使
用
す
る
場
合 

三 

次
に
掲
げ
る
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
係
留
施
設
を
使
用
し
、
又
は
駐
車
場
に
駐
車
す
る
場

合 イ 

身
体
障
害
者
手
帳 

ロ 

戦
傷
病
者
手
帳 

ハ 

療
育
手
帳 

ニ 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳 

四 

そ
の
他
係
留
施
設
の
使
用
に
つ
い
て
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
指
定
管
理
者
が
認
め
る
場
合 

２ 

指
定
管
理
者
が
減
免
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合 

利
用
料
金
の
二
割
に
相
当
す
る
額 

二 

前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合 

利
用
料
金
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額 

三 

前
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合 

そ
の
都
度
指
定
管
理
者
が
定
め
る
額 

３ 

第
一
項
第
四
号
及
び
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
減
免
す
る
場
合
は
、
指
定
管
理
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
利
用

料
金
減
免
申
請
書
を
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
使
用
許
可
申
請
書
に
添
え
て
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
一
項
第
三
号
に
よ
り
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
号
イ
か
ら
同
号
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
手
帳
の

い
ず
れ
か
を
指
定
管
理
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
通
常
使
用
許
可
書
の
交
付
等
） 

第
六
条 

知
事
又
は
指
定
管
理
者
は
、
有
料
施
設
の
通
常
使
用
を
許
可
し
た
と
き
は
、
第
三
条
第
一
項
の
港

湾
施
設
用
地
使
用
許
可
申
請
書
又
は
使
用
許
可
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
使
用
許
可
書
を
交
付
す
る
。 

２ 

前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
通
常
使
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
有
料
施
設
を

通
常
使
用
す
る
際
に
は
前
項
の
許
可
書
を
必
ず
携
帯
し
、
係
員
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
提
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
通
常
使
用
料
等
の
返
還
） 

第
七
条 

条
例
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
通
常
使
用
料
の
返
還
は
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
期
日
に
つ
き
、
通
常
使
用
料
が
年
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
月
割
に
よ
り
、
月
額

で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
日
割
に
よ
り
算
定
し
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
利
用
料
金
の
返
還
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
通
常
使
用
料
」
と

あ
る
の
は
、
「
利
用
料
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



 
（
通
常
使
用
料
等
の
徴
収
方
法
） 

第
八
条 

通
常
使
用
料
は
、
そ
の
全
額
を
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
る
日
ま
で
に
徴

収
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
期
間
が
県
の
二
会
計
年
度
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
使
用
期
間
を
県
の
会
計
年

度
に
よ
っ
て
区
分
し
た
期
間
を
そ
れ
ぞ
れ
一
期
と
し
、
そ
の
各
々
の
期
に
係
る
通
常
使
用
料
を
、
使
用
開

始
の
日
の
属
す
る
期
に
あ
っ
て
は
そ
の
使
用
開
始
の
日
ま
で
に
、
そ
の
他
の
期
に
あ
っ
て
は
そ
の
期
の
初

日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
徴
収
す
る
。 

２ 

利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
時
期
及
び
方
法
に
よ
り
収
受

す
る
。 

 

（
費
用
の
負
担
） 

第
九
条 

通
常
使
用
に
伴
う
ガ
ス
、
電
気
、
水
道
等
の
使
用
料
そ
の
他
の
必
要
経
費
は
、
通
常
使
用
を
す
る

者
の
負
担
と
す
る
。 

 
 
 

第
三
章 

目
的
外
使
用 

 

（
目
的
外
使
用
許
可
の
申
請
） 

第
十
条 

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
目
的
外

使
用
許
可
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

一
般
平
面
図 

二 

実
測
平
面
図 

三 

求
積
図 

四 

工
作
物
構
造
図 

３ 

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
目
的
外
使
用
者
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
許

可
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
八
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
前
二
項
の

規
定
に
準
じ
て
変
更
許
可
申
請
を
知
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
誓
約
書
の
提
出
） 

第
十
一
条 

目
的
外
使
用
者
は
、
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る

誓
約
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
目
的
外
使
用
者
が
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の

他
公
法
人
で
あ
る
場
合
及
び
当
該
許
可
に
係
る
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
施
設
の
使
用
期
間
が
一
月
未
満
で
あ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
目
的
外
使
用
料
の
減
免
） 

第
十
二
条 

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
目
的
外
使
用
に
係
る
使
用
料
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
目
的
外

使
用
料
」
と
い
う
。
）
の
減
免
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
公
共
団
体
又
は
法
令
の
規
定
に
よ
り
県
の
執
行
機
関
が
監
督

で
き
る
法
人
が
、
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
た
め
使
用
す
る
場
合
に
は
、
免
除
す
る
。 

二 

前
号
に
定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
度

知
事
が
定
め
る
額
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
目
的
外
使
用
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
目



的
外
使
用
料
減
免
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
目
的
外
使
用
料
の
返
還
） 

第
十
三
条 
条
例
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
目
的
外
使
用
料
の
返
還
は
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
期
日
に
つ
き
、目
的
外
使
用
料
が
年
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
月
割
に
よ
り
、

月
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
日
割
に
よ
り
算
定
し
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
目
的
外
使
用
許
可
に
係
る
使
用
期
間
） 

第
十
四
条 

第
十
条
の
許
可
に
係
る
使
用
期
間
は
、
一
年
以
内
（
電
柱
、
公
衆
電
話
、
水
道
管
、
ガ
ス
管
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
件
を
設
置
す
る
た
め
に
使
用
す
る
場
合
は
、
五
年
以
内
）
と
す
る
。
た
だ
し
、

知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
使
用
期
間
満
了
後
引
き
続
き
当
該
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
施
設
の
目
的
外
使
用
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
使
用
期
間
の
更
新
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
期
間
満
了
の
日
の
一
月
前
（
使
用
期
間
が
一
月
未
満
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
日
前
）
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
目
的
外
使
用
期
間
更
新
許
可
申

請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
目
的
外
使
用
料
の
徴
収
方
法
） 

第
十
五
条 

目
的
外
使
用
料
は
、
そ
の
全
額
を
使
用
開
始
の
日
ま
で
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
期
間
が

県
の
二
会
計
年
度
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
使
用
期
間
を
県
の
会
計
年
度
に
よ
っ
て
区
分
し
た
期
間
を
そ

れ
ぞ
れ
一
期
と
し
、
そ
の
各
々
の
期
に
係
る
目
的
外
使
用
料
を
、
使
用
開
始
の
日
の
属
す
る
期
に
あ
っ
て

は
そ
の
使
用
開
始
の
日
ま
で
に
、
そ
の
他
の
期
に
あ
っ
て
は
そ
の
期
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内

に
徴
収
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
時
的
に
使
用
す
る
場
合
は
、
使
用
を
許
可
す
る
際
に
徴
収
す
る
。 

３ 

第
一
項
に
お
い
て
、
使
用
期
間
（
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
期
に
区
分
し
て
徴
収
す
る
場
合
は
、

そ
の
期
）
の
中
途
に
お
い
て
使
用
の
面
積
、
長
さ
、
本
数
又
は
基
数
の
変
更
に
よ
り
使
用
料
の
額
を
増
加

す
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
増
加
分
（
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
期
に
区
分
し
て
徴
収
す
る

場
合
は
、
そ
の
期
の
増
加
分
）
を
当
該
変
更
に
係
る
使
用
開
始
の
日
ま
で
に
徴
収
す
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
目
的
外
使
用
料

を
分
納
又
は
後
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
工
事
等
の
届
出
） 

第
十
六
条 

目
的
外
使
用
者
は
、
当
該
許
可
に
伴
う
工
事
に
着
手
し
、
又
は
当
該
工
事
を
中
止
し
、
若
し
く

は
完
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
権
利
譲
渡
等
の
制
限
） 

第
十
七
条 

第
十
条
の
許
可
に
係
る
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
施
設
の
使
用
権
は
、
こ
れ
を
担
保
に
供
し
、
又
は
第
三

者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
改
名
及
び
住
所
変
更
の
届
出
） 

第
十
八
条 

目
的
外
使
用
者
が
氏
名
若
し
く
は
名
称
を
改
め
、
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ

の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
（
費
用
の
負
担
） 

第
十
九
条 

目
的
外
使
用
に
伴
う
ガ
ス
、
電
気
、
水
道
等
の
使
用
料
そ
の
他
の
必
要
経
費
は
、
目
的
外
使
用

者
の
負
担
と
す
る
。 

 

（
財
産
の
返
還
届
出
） 

第
二
十
条 

目
的
外
使
用
者
は
、
使
用
し
て
い
る
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
施
設
を
返
還
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
返

還
し
よ
う
と
す
る
日
の
七
日
前
ま
で
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

施
設
の
使
用
許
可
の
期
間
が
一
月
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
原
状
の
回
復
） 

第
二
十
一
条 

目
的
外
使
用
者
は
、
使
用
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
使
用
施
設
を
返
還
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
直
ち
に
使
用
施
設
を
占
用
し
て
い
る
工
作
物
等
を
除
去
し
、
使
用
施
設
を
原
状
に
回
復
し
、
県
職

員
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

目
的
外
使
用
者
が
使
用
施
設
を
荒
廃
さ
せ
、
若
し
く
は
き
損
し
、
又
は
使
用
施
設
を
滅
失
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
原
状
に
回
復
し
、
県
職
員
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

目
的
外
使
用
者
が
、
前
二
項
の
原
状
回
復
の
義
務
を
履
行
せ
ず
、
又
は
そ
の
履
行
が
不
完
全
な
と
き
は
、

知
事
が
こ
れ
を
施
行
し
、
そ
の
費
用
は
、
目
的
外
使
用
者
か
ら
徴
収
す
る
。 

 
 
 

第
四
章 

雑
則 

 

（
施
行
規
定
） 

第
二
十
二
条 

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



（
別
記
）
 

様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）
 

 

港
湾

施
設

用
地

使
用

許
可

申
請

書
 

 
広
 島

 県
 知

 事
 様

 

  
次
の
と
お
り
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
広
島
の
港
湾
施
設
用
地
を
使
用
し
た
い
の
で
，
許
可
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
(フ

リ
ガ
ナ
) 

 
( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

氏
名
又
は
団
体
の
名
称
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 
(フ

リ
ガ
ナ
) 

 
( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

団
体
の
代
表
者
氏
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

住
所
 
〒
 

申請者 

電
話
番
号
 
( 

 
 
) 

 
 
 
－
 

使用場所 

 

使用面積 

．
 
 
 
 
ｍ

２
（
小
数
点
第
２
位
ま
で
記
載
す
る
こ
と
）

使用目的 
 

使用期間 

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
か
ら
 
平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
ま
で
 

備 考 

○
添
付
書
類
と
し
て
次
の
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
・
 
一
般
平
面
図
 

 
・
 
実
測
平
面
図
 

 
・
 
求
 
積
 
図
 

 
・
 
工
作
物
構
造
図

 

 
注
 
１
 
共
同
使
用
者
が
あ
る
場
合
は
，
共
同
使
用
者
の
氏
名
，
住
所
，
電
話
番
号
を
記
載
し
た
共
同
使
用
者
名
簿
を
作
成
し
，
添
付
す

る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
使
用
面
積
は
，
小
数
点
第
２
位
ま
で
記
載
し
，
そ
れ
未
満
を
切
り
捨
て
る
こ
と
。
 

 
 
 
３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 



様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）
 

 

使
用

許
可

申
請

書
 

 
指
 
定
 
管
 
理
 
者
 
様
 

  
次
の
と
お
り
施
設
を
使
用
し
た
い
の
で
，
許
可
し
て
く
だ
さ
い
。
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
(フ

リ
ガ
ナ
) 

 
( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

氏
名
又
は
団
体
の
名
称
 

印

 
(フ

リ
ガ
ナ
) 

 
( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

団
体
の
代
表
者
氏
名
 

印

住
所
 
〒
 

申請者 

電
話
番
号
 
( 

 
 
) 

 
 
 
－
 

使用期間 

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
か
ら
 
平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
ま
で
 

係
留

施
設
 

そ
の

他
使用施設 

 
 
 

フ
リ
ガ
ナ
( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

艇
の
名
称
 

艇
の

実
測

全
長
 

 
 

 
 

ｍ
(
 

 
 

Ｆ
) 

艇
の
実
測
全
幅
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｍ
 

艇
種
 

 
１
 
ボ
ー
ト
 

 
２
 
そ
の
他
 

 
 
 
( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

船
舶

番
号

及
び

船
舶

検
査

済
票

の
番
号
 

広
島
県
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
係
留
保
管
の
適

正
化
に
関
す
る
条
例
に
よ
る
届
出
済
証
の
番
号
 

共
同
所
有
者
の
有
無
 

 
 

有
 
・
 
無
 

申請艇 

現
在
の
保
管
場
所
 

備考 

 
 

 
注
 
１
 
共
同
所
有
者
が
あ
る
場
合
は
，
共
同
所
有
者
の
氏
名
，
住
所
，
電
話
番
号
を
記
載
し
た
共
同
所
有
者
名
簿
を
作
成
し
，
添
付
す

る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 



様
式
第
３
号
（
第
４
条
，
第
５
条
，
第

12
条
関
係
）
 

 

通
常

使
用

料
 
 

利
用

料
金
 
減
 
免
 
申
 
請
 
書
 

目
的
外
使
用
料
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様
 

 
 
 
指
 
定
 
管
 
理
 
者
 
様
 

申
請
者
 

 
 
 
 
 
 
 
  住

 
 
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 氏

 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号
 

法
人

に
あ

っ
て
は

，
事
務

所
の
所

在
地
，

名
称
及

び
代

表
者
の
氏
名
 

 

 

 
 
次
の
と
お
り
，
使
用
料
（
利
用
料
金
）
の
減
額
（
免
除
）
を
申
請
し
ま
す
。
 

使
用

す
る

施

設
の

名
称
 
 
 

使
用

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

減
免

を
申

請
 

す
る

理
由
 

 
 

そ
の

他
参

考
と

な
る

事
項
 

 
 

 
注
 
１
 
不
用
の
文
字
は
消
す
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 



様
式
第
４
号
（
第

10
条
関
係
）
 

 

目
的

外
使

用
許

可
申

請
書
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様
 

申
請
者
 

 
 
 
 
 
 
 
  住

 
 
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 氏

 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号
 

法
人

に
あ

っ
て
は

，
事
務

所
の
所

在
地
，

名
称
及

び
代

表
者
の
氏
名
 

 

 
 
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
広
島
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
い
の
で
，
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

名
称
 

 
 

使
用

し
よ

う
と

す
る

施
設
 

明
細
 

 
 

使
用

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

使
用

目
的
 

 
 

理
由
 

 
 

 
注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 



様
式
第
５
号
（
第

11
条
関
係
）
 

 

誓
約

書
 

名
称
 

 
 

使
用

し
よ

う
と

す
る

施
設
 

明
細
 

 
 

使
用

目
的
 

 
 

使
用

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

使
用

料
 

 
 

 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
許
可
を
受
け
た
施
設
の
使
用
に
つ
い
て
は
，
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
広
島
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
，

ボ
ー
ト
パ
ー
ク
広
島
管
理
規
則
及
び
許
可
の
条
件
を
遵
守
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 住

 
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法
人
に
あ
っ
て
は
，
事
務
所
の
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在
地
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 
 
 

  
 
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様
 

      
注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 



様
式
第
６
号
（
第

14
条
関
係
）
 

 

目
的

外
使

用
期

間
更

新
許

可
申

請
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様
 

申
請
者
 

 
 
 
 
 
 
 
  住

 
 
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 氏

 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号
 

法
人

に
あ

っ
て
は

，
事
務

所
の
所

在
地
，

名
称
及

び
代

表
者
の
氏
名
 

  

 
 
ボ
ー
ト
パ
ー
ク
広
島
管
理
規
則
第

14
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
い
の
で
，
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

名
称
 

 
 

使
用

し
よ

う
と

す
る

施
設
 

明
細
 

 
 

使
用

期
限
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

使
用
料
 

円

希
望

使
用

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

更
新

を
必

要
と

す
る

理
由
 

 
 

 
注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

 


	02規則（116港湾管理室058-1）
	02規則（116港湾管理室058-2）

